
 

船舶事故調査報告書 

令和３年１０月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（立標） 

発生日時 令和３年４月７日 ０６時２５分ごろ 

発生場所 沖縄県竹富
たけとみ

町竹富島東方沖 

 石垣港沖南防波堤北灯台から真方位２４０°１.２海里付近 

 （概位 北緯２４°１９.３′ 東経１２４°０６.８′） 

事故の概要  引船和
かず

丸は、台船沖
おき

建
けん

３号をえい
．．

航して南西進中、沖建３号が立標

に衝突した。 

事故調査の経過 令和３年４月１２日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 和丸、１９トン 

   ２９５－３８６６０沖縄、有限会社芙蓉開発 

Ｂ 台船 沖建３号 

   １,５００トン、ニライ海事建設株式会社（船舶所有者）、内海

船舶有限会社（船舶借入人） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船尾外板に凹損及び亀裂 

立標 ハシゴ及び足場に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船は、船長が１人で乗り組み、空倉状態のＢ船を約３０ｍのえい
．．

航索で繋
つな

いで引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、船長

が左舷船首方の‘竹富島南水路第１号立標（以下、立標については、

「竹富島南水路」を省略する。）と右舷船首方の第２号立標の間’（以

下「南水路」という。）を通過しようと約６ノットの対地速力で竹富

島東方沖を南西方に向けて航行した。 

 Ａ船引船列は、南水路に入る直前、船長が、第１号立標に近寄って

いると感じ、右舵を取れば問題なく通過できると思い、右舵を取って

航行を続けていたところ、北寄りの風を右舷側に受けて圧流され、Ｂ

船の左舷船尾側が第１号立標に近寄っているのを認めた直後、Ｂ船の

左舷船尾外板が第１号立標に衝突した。 

分析  Ａ船引船列は、南西進中、第１号立標付近を通過しようとした際、

船長が、南水路に入る直前に右舵を取って問題なく通過できると思

い、航行を続けていたところ、北寄りの風を右舷側に受けて圧流され

たことから、Ｂ船の左舷船尾側が第１号立標に近寄り、Ｂ船が第１号



 

立標に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船引船列が南西進中、第１号立標付近を通過しようと

した際、船長が、南水路に入る直前に右舵を取って問題なく通過でき

ると思い、航行を続けていたところ、北寄りの風を右舷側に受けて圧

流されたため、Ｂ船の左舷船尾側が第１号立標に近寄り、Ｂ船が第１

号立標に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、立標などの構造物がある付近を航行する際、できるだけ

距離を離して航行し、引船列の状態に注意すること。 

 ・船長は、引船列を構成して航行する際、引船列が振れ回ることに

注意してえい
．．

航すること。 

 


